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―  例 言 ― 

 

1. 本書は、神戸市が平成２４年度に策定した、旧乾家庭園に係る保存管理計画書であ

る。 

 

２．本計画は、これまでの整備・修復の経過を踏まえ、神戸市指定名勝として指定された

旧乾家庭園を、今後、より良好な状態へと導き、その姿と文化的価値を後世に引き継い

でいくことができるよう維持管理の方針等を定めることを目的としたものである。 

 

３．本計画の策定にあたっては、兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー連絡会に策定

業務を委託し、神戸市文化財保護審議会副会長であり記念物（庭園）部門の西桂氏の

指導のもとに、旧乾家庭園保存管理計画検討委員会において慎重に検討・協議を行っ

た。 

 

４．本書に使用した庭園内の写真については、施工途中の写真など一部の例外を除き、お

おむね平成 24年度に実施した抜本的な庭園の整備・修復後の姿である。 
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1. 計画策定の経緯と目的 

 

（１）経緯と目的 

旧乾家住宅は、東灘区の山麓部に位置する。この界隈は近代になって開発された良

好な郊外住宅地で、大正時代頃から関西の財界人が居を構えるようになり、大規模な

邸宅が多く建設されている。旧乾家住宅は、乾汽船株式会社を設立した乾新治氏の自

宅として昭和 11 年頃に築造された。近代日本において様式建築の名手として名を馳せ

た渡邊節氏の設計である。昭和 15 年に新治氏が逝去し、翌年春頃から女婿の乾豊彦氏

夫妻が移り住み、平成 5 年に他界されるまで長く居住していた。 

平成 8 年には相続税物納の許可により国所有となり、以降、神戸市が管理を受託し

た。この間、保存に関して国と協議を重ねた結果、平成 21 年 2 月に神戸市指定有形文

化財として指定を受け、建物の保存を条件に一般に売却されることとなった。その後

国において売却努力が重ねられたが、売却先が決まらない状況にあった。一方、建物

自体は雨漏りが激しく老朽化が進行し、文化財として保存していくのに困難な状態に

なりつつあった。このような状況から、市民共有の文化遺産として将来の世代に引き

継ぎ、神戸の新たな文化振興の資源として活用していくため、平成 21 年 11 月に神戸

市土地開発公社が先行して取得し、平成 22 年 4 月に神戸市が取得を行った。 

しかし、築後 70 年以上が経過し、建物の老朽化だけでなく、庭園についても長く手

入れが行われず、「荒れた状態」になっていたことから、平成 22 年度より建物及び庭

園全体について将来的な保存に向けた整備・修復の取り組みを進めることとなった。 

庭園に関しては神戸市文化財保護審議会の西副会長及び兵庫県名勝部門ヘリテージ

マネージャー連絡会の全面的な協力を得て、平成 22 年度に基礎的な調査を行う中で、

「修復を要するが、文化的価値ある庭園である」との指摘がなされた。以降、平成 23

年度には本格的な現状調査と保存に向けて整備計画の作成を行い、平成 24 年度には建

物の保存修復工事と平行して、これまでの成果を踏まえた庭園の整備・修復を実施し

た。 

このような状況の中、平成 24 年 8 月には市指定名勝の指定について神戸市文化財保

護審議会に諮問が行われ、平成 25 年 2 月には答申が出され、同年 3 月の告示により市

指定名勝として位置づけられた。 

本保存管理計画は、これらのことを踏まえ、今後、庭園の活用を図りながら、その

価値を維持・保存していくために策定したものであり、具体的には、庭園の文化的価

値を明らかにするとともに、これまで行ってきた修復・整備の結果を踏まえ、今後の

課題を把握し、新たな維持管理の目標と保存管理方法等を取りまとめたものである。 

 

（２）検討会の開催 

本計画策定にあたっては、有識者の意見を反映し、より適切かつ効果的なものとな

るよう以下のとおり検討会を開催した。 

① 開催目的 

市指定名勝「旧乾家庭園」は、「神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環

境の保全に関する条例」（以下「条例」という）に基づき、市民共有の貴重な財産とし

て大切に保存するとともに、現在及び将来の市民の文化的向上に資するよう取り組ん

でいく責務が生じている。また、現状変更や保存に影響を及ぼす行為には、教育委員
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会の許可が必要となることから、名勝として適切に保存していくために、適時・的確

な対応ができるよう予め想定される保存管理の諸行為について現状変更等の許可等に

関する取り扱いを明確化しておくことが望ましい。 

   このような理由から、旧乾家庭園の適切な保存管理のあり方等を明らかにするとと

もに、条例上要請される現状変更等の制限に関する取り扱い基準を明確化する計画を

策定することを目的とする。 

② 検討体制 

＜有識者＞ 

西 桂   日本庭園史研究家、神戸市文化財保護審議会副会長 

  藤井 秀明 兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー連絡会代表世話人 

 ＜検討会事務局＞ 

  安達 宏二 神戸市教育委員会事務局社会教育部文化財担当部長（文化財課長事務 

取扱） 

  東 喜代秀 神戸市教育委員会事務局社会教育部文化財課担当係長 

  松林 宏典 神戸市教育委員会事務局社会教育部文化財課 

 ＜検討会事務局（物件所管課）＞ 

  八木 真  神戸市市民参画推進局文化交流部文化交流担当課長 

吉國 雅博 神戸市市民参画推進局文化交流部担当係長 

大西 信二 神戸市市民参画推進局文化交流部 

③ 検討経過 

第 1 回 旧乾家庭園保存管理計画策定検討会   平成 24 年 12 月 7 日(金)  

第 2 回 旧乾家庭園保存管理計画策定検討会   平成 25 年 3 月 8 日(金) 

 

 

２．神戸市指定 名勝「旧乾家庭園」の概要 

 

（１）物件概要 

① 所在地等 

・ 所在地   神戸市東灘区住吉山手 5 丁目 1637 番地 

   ・ 所有者   神戸市  

   ・ 管理者   神戸市 ［担当部署：市民参画推進局文化交流部］ 

   ・ 敷地面積  3,870.50 ㎡ 

   ・ 名勝指定庭園面積  2,510.03 ㎡ 

  ・ 作庭年代  昭和 12 年頃 

   ・ 庭園様式  流水観賞式庭園 

 

 

 

 

 

 

② 名勝指定範囲 
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                          （朱線で囲まれた部分） 

（２）主な法規制 

① 用途地域 

第一種低層住居専用地域（低層住宅の良好な住居の環境を保護する地域） 

建ぺい率４０％、容積率８０％ 
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②  風致地区内における建築等の規制に関する条例 

第 3 種風致地区（住吉川・赤塚山風致地区） 

（自然的景観を保持している住宅地等の地区で現存の風致を維持することが必要な

地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）指定に至る経緯と指定概要 

① 指定に至る経緯 

平成 24 年 8 月 2 日(木) 第 32 回神戸市文化財保護審議会に市名勝の指定諮問 

  平成 25 年 2 月 27 日(水) 第 33 回神戸市文化財保護審議会において指定の答申 

  平成 25 年 3 月 19 日(火) 神戸市教育委員会告示第 号により指定の告示 

② 神戸市指定名勝「旧乾家庭園」の指定概要 

 （別添資料 P33 参照：神戸市指定名勝天然記念物 名勝「旧乾家庭園」の指定概要）

③ 神戸市指定有形文化財「旧乾家住宅」の指定概要(参考) 

（別添資料 P35 参照：神戸市指定有形文化財「旧乾家住宅」の指定概要(参考)） 

 

（４）地域の来歴と旧乾家住宅 

① 旧乾家住宅築造時の地域と庭園の造営 

旧乾家が所在する旧住吉村及びその周辺は、18 世紀半ば以降、酒造、水車絞油業、

綿花・菜種栽培の先進地であった。明治元年の神戸開港を機に、大阪と神戸の間の住

宅適地として急速に発展することになる。六甲山南麓部に位置するこの地域は起伏に

富み、階段状の住宅造成に適していた。明治 33 年頃、村山龍平（朝日新聞創業者）

氏が御影町郡家に数千坪の土地を取得したのが郊外住宅地として発展する皮切りであ

るとされる（現香雪美術館）。その後、久原房之助（久原鉱業創業者）氏が住吉川東岸

の一万坪を超える敷地に回遊式庭園を持つ邸宅の建設をするなど、明治後期頃から大
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阪で事業成功を収めた企業家たちが、定住地としてこの地を選び、大規模住宅開発が

進むこととなった。阪神電気鉄道や阪神急行電鉄の開通は、この動きに一段と拍車を

かけたものと思われ、大正年間には住吉村の人口が 2 倍になった。旧住吉村では、主

として石屋川と住吉川の間に位置する丘陵地で開発が進んだ。 

阪急御影駅界隈に今も当時の面影を残す大邸宅は、大正末期から昭和 10 年代に建

築されたものである。旧乾家住宅は、旧住吉村での戦前における住宅開発では最も山

麓部にあり、明治期からの豪邸建設では最後の建築物となった。 

宅地開発が進んだ六甲山南麓は、すぐ北側まで六甲山系を構成する六甲花崗岩であ

る。旧乾家住宅はその南側の排水性のよい沖積層に立地している。また、六甲山南麓

部は小さな河川が多く流れている。その中で流域が大きく水量も安定している住吉川、

石屋川などでは、用水路をつくりその水で古くから水車を設け、ごま油絞り、菜種油

絞り、素麺の製粉などが行われていた。江戸時代には灘の酒造りが栄えるととも

に水車精米が行われた。旧乾家住宅の前には西谷川水車用水路があり、今でも良質

の水が流れている。この水を引き流水式庭園の構造物に利用していた。村山龍平邸や

白鶴美術館でも同様の水車用水路を活用した庭園造りが行われていることから、この

地域での作庭における水車用水路の重要性は大きなものがあったことがうかがえる。 

（参考資料 P38 参照：旧水車用水路現況図） 

また、この地域の住宅地は段差を活かし、北側の六甲山、南側の大阪湾や瀬戸内海

が眺望できるように工夫されている事例が多く見られ、起伏があり海に向かって傾斜

する地形が、この地域の作庭に大きな影響を与えたものと思われる。これらの地域性

とも言える特徴は旧乾家庭園の作庭においても容易に見て取ることができる。 

② 旧乾家住宅の概要 

ⅰ) 旧乾家住宅の概観 

   旧乾家住宅は、東・北・西側を街路に囲まれ、街路に面して塀を構え、敷地南東隅

に東面して正門を開く。塀は、外面に素焼きのタイルを張り、頂部に赤色の洋風瓦を

並べる。門は街路より後退し、その前面を石敷きとし、門に向かって右手に潜り戸を

設けている。門は門柱を立て、門柱に竜山石を張り、門扉は木造の両開きとなってい

る。 

   敷地の中央に主屋（洋館）を置き、西側には、かつて廊下で繋がる和館が建ってい

た。また主屋の北側に街路に接して車庫を置く。屋根には赤色の瓦を葺く。主屋北西

側には、管理人棟と物置小屋を置いていた。 

   主屋の西側には、２棟の土蔵が並んで建つ。外観は伝統的な土蔵形式で、廊下に面

して鉄扉を構える。土蔵の西側に本格的な茶庭を備えた茶室が、昭和 22 年に豊彦氏

により造られたが、後に撤去された。別途、和館と土蔵をつなぐ廊下に付随して茶室

が設けられていた。しかし、平成７年の阪神淡路大震災で倒壊し、和館とともに撤去

された。 

   旧乾家住宅は、阪神間では比較的早い段階で開発された歴史ある住宅地にあって、

ひときわ存在感があり、界隈の景観にとって重要な遺構である。和館等は消滅したも

のの、塀・門の重厚な屋敷構え、主屋、土蔵、ガレージ等の付属棟に加えて、庭園が

往時の姿を残しており、敷地全体が戦前の屋敷構えを良く残している。 

 

ⅱ) 旧乾家庭園の造営 
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   乾汽船創業者乾新兵衛氏は、摂津国八部
や た べ

郡北野村に、商人・前田甚兵衛の長男とし

て文久 2 年(1862)に生れた。幼名を鹿蔵といい、12 歳で兵庫の乾商店に奉公した。後

に女婿となり乾家を相続、中心となって醸造業を切り盛りしていた。明治 37 年(1904)

の日露戦争勃発を機に海運業にも進出し、山下亀三郎、内田信也、勝田銀次郎、岡崎

藤吉と共に、「神戸海運五人男」と称されたが、昭和 9 年(1934)に世を去る。徹底した

合理主義者であったらしい新兵衛氏の嫡男として生れたのが新治氏である。乾財閥の

後継者として裕福な環境に育った氏は、ハイカラ、モダンといわれ、多趣味な近代的

教養人であった。謡曲、歌舞伎、ゴルフ、茶道等、多岐にわたる趣味で人脈も豊かで

あった。その一人が建築家・渡邊節である。新邸の建設を渡邊節氏に任せ、惜しげも

なく費用をつぎ込んだが、豪壮な邸宅が完成した 4 年後にこの世を去った。 

   新治を引き継いだのが豊彦氏である。新治氏の一人娘・道子と結婚、乾家に入るが、

義父の死で、33 歳で乾汽船の社長に就任、乾倉庫などの事業を継いだ。豊彦氏は中京

財界の大立者といわれた高橋彦治郎氏の七男として名古屋に生れた。幼少から書道、

能楽、茶道などを習い、無類の趣味人といわれたが、敏腕の実業家として知られ、ま

た、ゴルフ界、茶道界でも活躍した。 

   『私の履歴書・経済人 21』（乾豊彦）によると、昭和 10 年 3 月 21 日豊彦が新婚旅

行に出発。外遊中（9 か月）に、「父新治が建て、昭和 11 年頃より移り住んだ。渡邊

節の設計、竹中工務店の施工で、当時としても最高級の建築で、約 45 万円程かかっ

たと聞いている」と記している。庭園については、「約 50 年近くもたっているので修

繕に追われているが、それにも増して庭の手入れには閉口している」と記しているだ

けである。 

   乾家庭園には、茶室が土蔵の西側に建てられていた。新治氏も豊彦氏も共に茶人で

あったが、特に豊彦氏は大茶人であった。実父は、益田鈍翁と親しく、三か所に茶室

を設けて、盛んに鈍翁を招待した（前著）、と記され、その影響を受け、茶道具の名品

の収集家としても知られる。日本の二大茶会のひとつといわれる光悦会の六代目会長

にもなっている。 

   前著に、「昭和 22 年に初めて自宅に茶室をつくった。関西の茶室設計では第一人者

の中川砂村宗匠の作である。寄付、待合、お濃茶席、お薄茶席を設け、“乾山荘不鬼庵”

と名付けた。益田鈍翁の額が飾ってある」と記している。残念ながらその跡形も、茶

庭も残っていない。手水鉢や石燈籠が、前庭のあちこちに置かれているのが、その名

残ではないかと思われる。 

 

（５）旧乾家庭園の現況と文化的価値 

 ① 現況 

  旧乾家庭園は、場の機能により「前庭」「洋式庭園」「和式庭園」「茶庭（露地）」の

4 つに区分される。神戸市指定名勝は、「茶庭（露地）」を除く 3 つの区分がその範囲

となっている。 

ⅰ) 前庭（玄関・アプローチ） 

前庭は正門から車寄せ玄関までのアプローチと、東側の塀まで広がる空間である。

重厚な正門からカーブして玄関に至る。玄関付近は、車寄せ廊周辺の外装材に竜山石

を使って石積風に造っている。玄関前は、列柱による吹き放ちの廊を造り車寄せとし
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ている。床は花崗岩の敷石で幾何学的なデザインが目を引く。 

前庭の主景として独立した壁泉を設ける。壁泉は、飲料水、御手洗
み た ら し

、給水用、シャ

ワー用、装飾用などの目的があるが、ここでは、前庭を装飾するのが主目的である。

胸壁
きょうへき

 の吐
と

水口
すいぐち

は羊の首のフィギュアで、直接プールに受ける。竜山石、タイルの他、

花崗岩も使われている。給水口は胸壁裏側にあり、排水口・排水管も確認できた。こ

の壁泉は、車寄せ回りと調和するデザインと造りである。 

前庭の東側・北側にかけて軽い築山があり、石燈籠や手水鉢が据えられている。そ

の中で寄せ燈籠は、豊彦氏の実家・高橋家より持ってきたもので、一部室町時代のも

のといわれる。北東隅にある宝塔の塔身の見立物
み た て も の

手水鉢は、古い立派なものである。

石造物はそれぞれ立派なものであるが、前庭には不釣り合いの感があるものもあり、

今後検討の必要がある。 

敷地の北東隅には、和式庭園に設けられた流れへと、水路の水を引き込む取水口が

確認されている。続いて沈砂池があったと考えられるが現存しない。 

ⅱ）洋式庭園（芝庭） 

様式庭園は主屋(洋館)の南側にあり、芝生が広がる開放的な明るい庭園である。主屋

に接しテラスが設けられ飾り壷（フラワーポット）も置かれている。樹木が中心で敷

地南端際には常緑樹や針葉樹を、前方には花木を中心に植え、四季に咲き変わる花木

を楽しむ植栽としている。野点など多目的に使える庭園ともなっている。来客時の接

遇にも用いられたのであろう。芝生地は後年に観賞目的で花木が植栽されたが、平成 

24 年度に行った修復整備の一環として一部を取り除いている。 

 ⅲ）和式庭園（流水観賞式庭園） 

和式庭園は、主屋（洋館）の西側に建っていた和館の南側にあり、流れを有する本

格的な日本庭園である。現在、和館を想像できるものは、和室前に据えられた沓
くつ

脱石
ぬぎいし

と

わずかに残った基礎のみである。この 2 石ある沓脱石は本鞍馬石の実に見事なもので

ある。 

   庭園様式は流水観賞式庭園である。流水式は流れが主流であるため、その水系が重

要になる。調査の結果、屋敷外の水路より敷地北東隅に引き入れ、暗渠で滝上部の水

溜めに導水していることが判明した（参考資料 P39,40 参照：配水管等配置平面図、配

水管詳細資料）。 

流れを構成する水源は 2 つあり、ひとつは滝の水溜め、もうひとつは主屋南西隅の

丸型刳り抜き井戸で、下部はコンクリートの自然石井戸である。２つの流れは途中で

合流し、１つの流れに変わる。ゆるやかな流れはカーブを形成し、屋敷外へと排水さ

れる構成である。 

滝は水溜めより高さ 83 ㎝、幅１ｍの水落石に落水し、水音を立てながら、途中に瀬
せ

落
お

ちなどを経て合流していく。滝石組など石材は、地元の御影石（花崗岩）を中心に

使い、力強く組んでいる。一方自然石井戸は、直径 125 ㎝、高さ 50 ㎝の大きさで、水
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受は直径 70 ㎝、深さ 50 ㎝あり、底面に 3 ㎝程の給水口が開けられている。周囲を発

掘調査すると水道管が通っており、この給水は水道水を利用したものであることが分

かった。この自然石井戸からのオーバーフローによる流れは、やや渓流の流れを形成

していく。この流れには京都の貴船石のゴロタ石を敷き詰めている。滝からの流れと

合流してからは、やや幅広い流れとなり、大振りの花崗岩の玉石が敷き詰められてい

る。途中にやや小池風の流れを造る。ここには石浜風のカーブした護岸を造り下流へ

と続く。 

園内は、飛石、沢飛石、園路で、築山や流れを回遊することができる。要所に巨石

の景石や石橋、滝横には、七重層塔や石燈籠を据える。 

和式庭園は、和館から展開する庭景を観賞するのが中心であるが、園路で回遊しな

がら移り変わる景観を楽しむこともできる。そのために樹木の構成も常緑樹と落葉樹

が調和良く配植されている。石燈籠も奥の院型や春日型石燈籠など、新しいものであ

るが、吟味された優れたものが据えられている。 

流れは、後世になって、水生植物を植栽するため、流れの石橋下流東側が広げられ

ている。水路の水を引き込むために整備された土管配水管は、昭和 40 年頃には既に使

用されておらず、滝の水溜めには水道水が供給されていた。平成元年頃に流れの大部

分は真砂土により埋められたが、発掘調査後、平成 24 年度の整備の過程で修復を行っ

た。 

ⅳ）茶庭（露地） 

茶庭は、かつての和館の北西部に位置する茶室に付随して作られていた。昭和 22 年

に築造したと見られる茶室及び茶庭跡周辺は、庭石等が散乱し、茶室基礎の一部がわ

ずかに残るのみである。加えて阪神淡路大震災により和館が倒壊した結果、瓦礫を撤

去するための進入路として、敷地の北西部（茶庭跡を含む範囲）が掘削され、新たに

門扉が設置された。このような現状から茶庭及び茶室が存在していた当時の痕跡がほ

とんど残らない状況となっている。 

①  文化的価値 

上述のように旧乾家庭園は、和館や茶庭（露地）は失われたが、流水観賞式庭園を中

心に、往時の姿を今に良く残している。全体的に見て、地割（平面構成）を重視した庭

園構成で、近代庭園の高い技術と意匠を備えた特徴がよくでており、この地域を代表す

る作例であるとともに、この時代の庭園を理解し観賞する上でも貴重なものである。文

化財として、後世に残し伝えていく価値がある。 
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③ 庭園の構成要素 

ⅰ) 前庭（玄関・アプローチ） 

 

 

 

 

 

 

 

№前－４ 

名称 手水鉢 

分類 見立物手水鉢 

規格 直径 60cm 

・前庭正門北側脇の寄せ燈籠の前に配

置、材質は花崗岩（御影石）、石燈籠

の基礎利用の手水鉢であるが水穴の

掘り方が雑 

№前－５ 

名称 手水鉢 

分類 見立物手水鉢 

規格 直径 60cm 

・前庭東側植樹帯に配置、南北

朝時代の宝塔の塔身を利用、正

面に阿弥陀像の彫り込み、水穴

は機械掘り 

№前－１ 

名称 寄せ燈籠 

分類 四角型石燈籠 

規格 1m80cm(6 尺) 

・前庭正門北側脇に配置、室町

時代(奈良地方)の中台、基礎に

古基壇を流用、竿を補充するも

不調和。火袋に仏像を刻み出し、

茶人好みの寄せ燈籠 

№前－２ 

名称 元興寺型石燈籠 

分類 六角型石燈籠 

規格 2m10cm(7 尺) 

・前庭東側植樹帯壁泉近くに

配置、材質は花崗岩（御影石）、

火袋に仏像の彫り込み、本歌

は奈良市元興寺に有り 

№前－3 

名称 生け込み型石燈籠 

分類 四角型石燈籠 

規格 90cm(3 尺) 

・前庭東側植樹帯の北端に配

置、材質は砂岩、火袋に割れ

あり 
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№前－６ 

名称 景石－２ 

規格 高さ 90cm，幅 1m90cm×2m 

・前庭東側植樹帯に配置 

№前－１０ 

名称 壁泉 

分類 装飾用壁泉 

規格 高さ 1m60cm，幅 3m12cm×2m 

・主屋玄関の北側に配置、胸壁はアーチ状に化粧石張り(竜山石）、

中央部凹部モザイクタイル張り(コバルト青、一辺３cm)、その他

モルタル仕上げ塗、後ろから上水道による配管給水、吐水口は羊

頭(ブロンズ製)フィギュア、モルタル壁面左右両側三角葡萄模様

飾り(ブロンズ製) 

吐水口 羊頭 

No.前－７ 

名称 景石－３ 

規格 高さ 45cm， 

幅 1m50cm×1m10cm 

・前庭東側植樹帯に配置 

N0.前－８ 

名称 景石－４ 

規格 高さ 30cm， 

   幅 1m×1m30cm 

・主屋玄関の北側に配置 

No.前－９ 

名称 景石－５ 

規格 高さ 40cm,幅 2m×1m 
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ⅱ）洋式庭園（芝庭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№前－１１ 

名称 正門・門柱一対 

分類 両開き門扉 

規格 高さ 2m70cm(門柱) 

幅 78cm×55cm(門柱) 

・門柱は竜山石、扉は木製、主屋(洋

館)の外装に合わせた作り 

№前－１２ 

名称 潜り戸 

分類 通用門 

規格 高さ 1m80cm、幅 85cm 

・門に向かって右側に位置する 

・潜り戸周囲壁面の塀は素焼きタ

イル張り、頂部に赤色洋風瓦、 

№前－１３ 

名称 中門・門柱一対 

分類 庭門 

規格 高さ 2m20cm(門柱) 

幅 76cm×37cm(門柱) 

・門柱は竜山石、主屋(洋館)

の外装に合わせた作り 

№洋－１ 

名称 テラス 

分類 石張テラス 

・主屋(洋館)南側建屋に付随し、様式庭園に接す、主屋の外

装に合わせた作り、階段(竜山石)3 段 

№洋－２ 

名称 植え鉢 

分類 飾り壺 

規格 高さ 69cm、直径 70cm 

・主屋(洋館)南側建屋に付随し、洋式

庭園に接す、材質は竜山石、2 基(左右

に 1 対) 
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ⅲ）和式庭園（流水観賞式庭園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№和－4 

名称 奥の院型 

石燈籠 

分類 六角型 

石燈籠 

規格 2m70cm 

   (9 尺) 

・和式庭園北東、主

屋 ( 洋館 ) 近くに配

置、材質は御影石 

(花崗岩) 

№和－5 

名称 置燈籠 

分類 創作置燈籠 

規格 90cm(3 尺) 

・和式庭園南西端近

く、流れ護岸上に配

置、材質は御影石 (花

崗岩) 

№和－6 

名称 六角型石燈籠 

分類 六角型石燈籠 

規格 1m50cm(5 尺) 

・和式庭園北西端近

く、笠の蕨手に欠損有

り 

№和－7 

名称 自然石井戸 

分類 刳り貫き湧水式井

戸 

規格 高さ 50cm、 

直径 1m25cm 

・和式庭園北東、主屋(洋

館)近くに配置、刳り貫き

底部コンクリート中央部

より水道水を供給、湧水

状に流れ出る 

№和－8 

名称 沓脱石-1 

分類 沓脱石 

規格 地上高 45cm、 

幅 2m×1m60cm 

(2 番石)地上高 20cm、 

1m10cm×1m78cm 

・和館跡南に配置、材質

は鞍馬石(花崗閃緑岩) 

№和－１ 

名称 塔燈籠 

分類 七重塔燈籠 

規格 高さ 4m65cm 

・和式庭園南、滝石組

みの南側に配置 

№和－2 

名称 寄せ燈籠 

分類 寄せ燈籠 

規格 高さ 1m80cm 

(6 尺) 

・和式庭園南、滝石組み

の南側に配置、材質は御

影石(花崗岩)、異なる六

角型石燈籠の組み合せ 

№和－3 

名称 春日型石燈籠 

分類 六角型石燈籠 

規格 高さ 1m80cm 

(6 尺) 

・和式庭園東北、自然石

井戸の北側に配置、材質

は御影石 (花崗岩) 
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№和－9 

名称 沓脱石-2 

分類 沓脱石 

規格 地上高 30cm、 

幅 1m50cm×90cm 

(2 番石)地上高 20cm、 

幅 50cm×45cm 

・和館跡南に配置、材質は鞍馬

石(花崗閃緑岩) 

№和－10 

名称 石橋 

分類 自然石石橋 

規格 

 

１ｍ８０ｃｍ

１ｍ７０ｃｍ

８４㎝

７５㎝

 

・和式庭園南西の流れに配置、

材質は御影石 (花崗岩) 

№和－11 

名称 飛石-1(自然石) 

分類 飛石 

規格 6 枚(沓脱石-1 

～流れ) 

・材質は御影石 (花崗岩) 

№和－15 

名称 飛石-5 

(自然石) 

分類 飛石 

規格 7枚(流れ沿い) 

・沢飛石を兼ねる、

材質は御影石  (花崗

岩) 

№和－12 

名称 飛石-2 

(自然石) 

分類 飛石 

規格 7 枚(沓脱石-2 

～流れ) 

・材質は御影石  (花

崗岩) 

№和－13 

名称 飛石-3 

(自然石) 

分類 飛石 

規格 9 枚(洋式庭園 

～伽藍石) 

・材質は御影石  (花

崗岩) 

№和－14 

名称 飛石-4(自然石) 

分類 飛石 

規格 5 枚(伽藍石～流れ) 

・材質は御影石 (花崗岩) 

19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№和－16 

名称 流れ-1 

分類 流水観賞式庭園 

・自然石井戸より合流部、底

部は貴船石(花崗岩)敷 

№和－17 

名称 流れ-2 

分類 流水観賞式庭園 

・滝より合流部、底部は貴

船石(花崗岩)敷 

№和－18 

名称 流れ-3 

分類 流水観賞式庭園 

・合流部から石橋、底部は

貴船石(花崗岩)敷 

№和－19 

名称 流れ-4 

分類 流水観賞式庭園 

・石橋から排水桝、底部は貴船石 

(花崗岩) 敷 

№和－20 

名称 滝石組 

分類 落水の滝 

・水溜めより落水、土管配管及び

上水により給水 

№和－21 

名称 景石-1 

分類 自然石 

・流れ南側に配置、材質は御

影石 (花崗岩) 
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３.旧乾家庭園の整備状況 

 

（１）平成 24 年度整備・修復に至るまでの調査等 

  平成 22 年度 

・敷地調査及び庭園概要調査（和式庭園について樹木、燈籠等の構造物など主要構成

要素の確認調査） 

・「流れ」の発掘調査（修復を目的として、築造当時の痕跡が把握できるまでの発掘） 

・庭園構成要素調査（庭園植生要素及び樹木調査〔毎木調査〕、流れ、燈籠等の構造

物調査） 

平成 23 年度 

・既設配水管現況調査（土管配管及び自然石井戸、壁泉等の配水構造等調査並びに土

管配管に関わる部分の文化財価値評価及び保存・修復のための整備方針・計画の策

定） 

・旧乾家庭園保存・修復整備調査（これまで行われた調査の補足調査、庭園全体の現

況平面図の作成、文化財としての庭園評価調書の作成及び庭園整備・修復案の作成） 

 

（２）整備・修復方針 

旧乾家庭園は、平成 24 年度に抜本的な整備・修復を行ったが、それに先立つ方針の

立案にあたっては、旧乾家庭園が有する歴史的文化的価値を後世に伝え残していくこ

とができるよう、特に次のことを重視しながら、庭園全体の調和を考慮しつつ各構成

要素毎の目標設定を行った。 

・時代背景と地域性から、北側の六甲山の緑、南側の大阪湾及び瀬戸内海の眺望を取

り入れ、邸内の修景だけでなく周囲の景色を考慮とすることで、地域との調和をは

かり、敷地の魅力を引き出そうとしていること。 

・庭に欠かせない水については、水車用水路から配水し活用していたこと。 

・くつろぎ憩う場としての和式庭園、もてなしの場ともなった洋式庭園、来客を迎え

る場としての前庭が、それぞれの役割を果たしながら、庭全体として調和を保つよ

う構成されていること。 

① 整備・修復の目標 

整備方針の重要な検討課題として、旧乾家庭園の持つ特有の雰囲気や景観を保ちな

がら、どの時期のどのような姿への修復を目指すかということがある。主要構造物に

ついては、茶庭跡付近を除き、築造当初と比べると大きな改変はなされていないもの

の、景観形成に大きく影響を与える樹木については常に成長を続け、変化していく。

築造してから経過していった中で、雰囲気や景観構成が最もよい状態を保っていたと

考えられる時期をイメージし、庭園整備・修復の目標とした。 

また、目標を効果的に具体化する考えとして、建物及び庭園からの修景上重要な眺

めが得られる地点「視座」を慎重に設定し、整備・修復の基点とした。 

② 視座による修景の修復 

当初の作庭意図がどのようであったか、また、その後、庭園がどのように使われて

いたかその役割を把握した上で視座の位置を設定した。そこからの視覚の展開や修景

的要素を分析し再構築することで、理想とする雰囲気や景観構成を目指し、慎重に修

復を図った。 
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視座とは 

視点・観賞点のことで、庭園観賞上重要となる位置のこと。修景的に上質でま

とまりのある風景、建造物や庭園等が視覚的に展開することを見てとれる主要な

点。庭園では敷地内での生活やその他の活動の中で、人が感動を覚えるような視

界が展開する主要点となる。借景や遠景が開けた眺望、季節の移ろい体験、劇的

な空間展開と変化、絶妙な庭園空間、額縁効果、など空間構成の多様な要素が感

性を高め、良好な視覚的効果を生み出す。多くの場合、樹木は空間構成の脇役（時

として主役）として存在し、視座からの視覚的効果を高めている。 

＜視座の位置＞   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

③ 視座からの景観と要点 

   視座１：正門から玄関を望む。右の樹木、左の主屋（洋館）の直線が見通し効果を

生み、落ち着いた雰囲気を醸し出し、玄関へ誘導している。 

   視座２：玄関の柱と屋根が額縁を形成している。視座１からの景色を反対側から振

り返り眺めることで修景効果を高めている。 

    視座３：玄関から北側を望む。玄関の構造物と装飾壁泉がバランスよく配置され、

華やかであるが落ち着きのある場となっている。樹木の向こうに白鶴美術館と六

甲山が遠望できる。 

   視座４：主屋（洋館）1 階食堂を出て飾り壷（フラワーポット）のあるテラスから

の眺望。前方に芝庭が広がり、その向こうに樹木が展開する。色彩豊かで明るい

開放感のある場となっている。 

    視座５：主屋（洋館）3 階からの眺望。眼下に芝庭が広がり植栽された緑が広がる。

その前方には市街地、そのはるか向こうに空と海が展開する。 
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   視座６：かつての和館から和式庭園全景を眺める。左方の築山（深山）から水が流

れ出し、渓流となり、ゆったりと流れ、やがて右方の大海にそそぐ、壮大な風景

のイメージが展開する。植栽された樹木が季節の移ろいを感じさせ、穏やかに寛

ぐ場となっている。 

    視座７：芝庭近くから飛石沿いに和式庭園を望む。要所に配された石塔や石燈籠、

景石などと両脇の多様な樹木が雰囲気を高めている。これからの散策の期待を高

める場となっている。 

   視座８：流れ合流点付近から下流側を望む。流れと飛石の組み合わせが視線を下流

へと導く。多様な庭園の樹木に囲まれ、くつろぎの絶好の場となっている。 

   視座９：石橋手前から下流を望む。流れ護岸の石組みと背景の樹木がゆったりとし

た雰囲気を演出している。 

   視座１０：石橋付近から上流を望む。流れと連続する飛石、その向こうに湧水する

自然石井戸と滝が見える。それらのまわりを包み込む多彩な樹木が振り返りの効

果を高めている。 

④ 構造物の修復 

流れなど構造物の主要部分については、築造時の状況が推定できたことから、築造

時の状況が維持されている部分は現状を維持するように、また変更が加えられている

が、当初の状況が推定可能な部分はできる限り元通りに修復する。築造時から変更が

加えられ、当初の状況が推定できない部分は現状を維持することを基本とした。 

和式庭園の中でも主要な部分である流れ中央部は、後世になって埋め立てられてい

たため発掘を行い、埋め立て前の状況確認を行った。その結果、大きな改変がなされ

ていないが修復の必要な箇所もあったことから、可能な限り築造当時に戻すことを目

指した。流れ中央部では、底部に敷き詰められていたゴロタ石がかなり散逸していた。

流れ底部は防水を目的として土石灰モルタルで施工され、表面の化粧目地としてセメ

ントモルタルが使われていた。一部現況で保存しながら、ゴロタ石散逸部分、剥離や

亀裂の激しいところについては、土石灰モルタルの成分を分析し、当時の工法による

修復を試みた。石橋下流東側については、築造時ではなく現状に沿った修復を行なっ

た。 

正門からアプローチを経て玄関へと続く前庭の縁石等の構造物は、築造時とほとん

ど変わっていない。前庭に置かれている燈籠や景石の一部は、和館の北西部にあった

茶室・茶庭（露地）が壊された時に移設されたと考えられるが、茶庭（露地）の修復

は行わないため現状で保存することとなった。倒壊していたものや不安定な燈籠につ

いては、基礎部の補強や据え直しを行い修復した。 

洋式庭園は、構造物について大きな改変は見られなかった。 

前庭の北東部から主庭の滝へ配管されていた土管については、築造当時の貴重な構

造物なので保存することとした。さらに滝への配水に使用できるよう修復を検討した

が、相当な困難が予想されたため、おそらく築造時から年月を経過しない時期に整備

されていたと考えられる給水設備の水道を活用し、機能回復を図ることにとどめた。 

⑤ 樹木の修復 

樹齢の推定等から庭園全体を概括すると、築造時以前から生育していた樹木はなく、

主要木の多くは新築時に植栽されたものと考えられる。豊彦氏が亡くなる平成 5 年頃

までは庭師により良好な庭園管理が続けられ、一部の樹木が当主の希望により新たに
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植栽された。しかし国の所管になってから最近までは最低限の維持管理しか行なわれ

ておらず、樹木も伸び放題の状態となり、実生樹が多く繁茂していた。 

全般的に樹冠が巨大化し、樹高も間伸びし、整枝（姿）剪定し手入されていた樹木は、樹

形が崩れ、低木類、刈込低木類は、高木の巨大化により被圧され、生育不良に陥っていた。 

以下、区分ごとに概括する。 

ⅰ) 前庭 

正門と潜り戸との間には植栽のための花壇があり、モウソウチクが植栽されていた

形跡がある。門周辺は、モミジ・ヤマモモ・カシ等が自然風に植栽され、背の高い人

工樹形のヒマラヤスギ（高さ 9.0～13.0ｍ）が 3 本立ち並んでいる。その中に樹形が

崩れているが、モッコクやウバメガシ等の庭木仕立された樹木が配植されている。 

洋式庭園との境界には内塀が設けられていた形跡がある。その塀に沿ってさらに建

物の側壁が続き、車寄せまでトウシュロや庭木仕立てのマキ・モッコク・カシ等が植

栽されていたであろう。アプローチと外塀との間には、大木のモミジやヤマモモ・カ

シ等が自然風に配植され、その中にマツ・ツバキ・アセビ・モッコク等、整枝剪定さ

れた庭木が組み込まれている。さらにそれらの樹木の林縁にはヒラドツツジの大刈込

が想像される。しかし樹林の被圧により生育は不良である。壁泉を配した車廻しの大

きな空間で建物や外塀沿いには、ウメやムクゲ・ツバキ等の花木と整枝剪定された樹

木が配植されていたと想像出来るが、過去に竹中工務店が作成した建築写真集の一部

と見られる昭和 10 年代の写真からは明るく開けた様子がうかがえる。 

ⅱ) 洋式庭園 

主屋（洋館）の南側に配置された一対の花壇と石造りの彫刻された飾り壷（フラワ

ーポット）には、当時としては珍しい洋風なゼラニュウム・ベコニア・チューリップ・

フクシア・カンナ・ヘデラ類等々が植栽されていたと推察される。3 階のバルコニー

などからは、遠く大阪湾・灘の海・神戸港・神戸の街並みが眺められ、上方から眼下

の芝庭へと視線を移すことで、素晴らしい眺望、雄大なまちの景観、鮮やかな芝生の

色とダイナミックに景観が展開する工夫がなされており、主要な修景の要素となって

いる。 

   芝生に続く南側の植栽は、玄関アプローチの景観に溶け込んだヒマラヤスギ・セン

ペルセコイアを配植し、奥行きを演出している。南民家との隣接地にはカシやモクセ

イ・ツバキ等の常緑樹林を配し、芝庭の広さと明るさを強調したものとなっている。

前面の常緑樹林と芝生の境にはシダレザクラ・ハナミズキ・サルスベリ・コブシ等の

花木と紅葉のきれいなコナラも植栽されているが、後世になって植え込まれたもので

ある。また、芝生はすでに雑草化し、本来の景観が失われている。 

ⅲ) 和式庭園 

アラカシを多く植栽し、モミジやアセビを配した山間（やまあい）の流れの風景を

取り入れた庭となっている。時間の経過とともに、手入されない時期が長く続いたた

め鬱蒼とした小さな森と化している。高木が肥大、間伸びして庭全体が薄暗く、落葉

も多量に堆積して、飛石・滝石組・流れの石組等が判明できず、景観を阻害している。 

ⅳ) 茶庭跡（露地） 

   存在感ある外塀に沿って、カシやクスノキの大木が配されて、御影周辺の豪壮なお

屋敷街の一端がうかがわれる。裏勝手口横にはホテイチクが植栽され、土蔵北側には

カシやスギ・クス・ツバキの常緑樹の間にモミジが配され、樹木間の広さも大きく明
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るい自然林でサービスヤード的な空間である。 

以上のような状況を踏まえた樹木の修復目標としては、 

・当初の設計意図に基づいて配植され管理されていた樹木が、放置され自然に伸びる

ままになっているので、早急な補正剪定を施しても、すぐには元の樹形には戻らな

い。数年掛けて計画的に樹形回復を図るべきであろう。また、現状の樹形を建物と

の調和や景観を考慮し、修景を修復していくことが必要である。 

・思い切った樹冠の切り下げ、間伸びした樹木の不要枝切除、樹高の切り下げ（抜き

切り剪定法による）を行い、その後の剪定により自然風に仕上げることを基本とす

る。 

・人工樹形に仕立てられていた主要樹木について、性急に庭木仕立に及ぶ整姿剪定を

することは困難であり、今後を見据え、手順を考えた作業が必要となる。ヒマラヤ

スギ・マキ・ヤマモモ等原形が残っているものは、毎年の整枝（姿）剪定により修

復を行なう。 

・正門にある花壇、またアプローチ周辺、壁泉周辺の間の開いた場所には、その景に

合った修復を図る。 

・樹高の切り下げや抜き切り剪定を行った和式庭園等に植えられているカシ類等は、

和館からの修景を意識し、飛石組・滝組・流れの石組及び石造物の添景を考慮した

剪定が望ましい。 

 

（３）庭園修復状況 

上述のような目標を設定し、この具体化に向けて平成 24 年度当初から庭園の修復作

業を実施している。 

 ① 実施体制 

助言・指導等：日本庭園史研究家 神戸市文化財保護審議会副会長 西 桂 

          兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー連絡会 

事業主体  ：神戸市（所管：市民参画推進局文化交流部） 

設計・監理等：公益財団法人神戸市公園緑化協会（所管：建設局公園砂防部） 

施工者   ：株式会社対馬造園店他 

工期    ：平成 24 年 4 月 2 日から平成 25 年 3 月 29 日まで 

 

②  構造物修復状況 

ⅰ) 和式庭園 

   流れを中心とした和式庭園は、旧乾家庭園の最も主要な部分である。真砂土により

流れが埋め立てられていた箇所については元通り修復することを目標に整備を進めた。

土石灰モルタル及び化粧モルタルの安定している箇所を除き、表面を剥ぎ取り、当時

とほぼ同様と考えられる材料・工法で整備・修復した。ゴロタ石は流れ底および周辺

に散在するものだけでは不足したため、できるだけ類似した材料を追加し敷き詰めた。

コンクリート製杭石は現状保存が可能な箇所はそのままにし、動かされた可能性のあ

る箇所については、流れの各部の役割を勘案しつつ修景的要素も考慮し修復を行なっ

た。なお、築造当時により近い工法による整備・修復を行なうため土石灰モルタルに

ついては試験施工を行った。石橋下流東側の拡幅されていた箇所については、現状に

沿い洲浜状に整備した。石橋に繋がる一部撤去されたと考えられる飛び石については、
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修景に相応しい修復を試みた。調査時に撤去した自然石井戸周囲のモルタルはその下

に施工されていた水道管の修復後、元に復した。 

西北部に横たわっていた石燈籠については部材が揃っており、元の位置に修復が可

能なため据え直しを行なった。 

 ⅱ) 前庭 

   正面玄関脇にある傾いた石燈籠の据え直しを行なった。正門外側の竜山石舗装は傷

みの激しい箇所に限定し修復を行なった。 

 ⅲ) 滝、自然石井戸への給水、配水 

   土管を修復整備し滝への給水に活用することは困難なため、機能の回復を目指した。

滝上部に残されている水道の蛇口を活用し、水道水による給水を復元することとした。 

自然石井戸及び壁泉へは築造時と同じように水道水による給水を再現した。 

③ 樹木修復状況 

 一般的事項として、樹冠の巨大化した樹木は眺望、景観を考慮し、切り下げを行

なった。また樹高が著しく間伸びしているものは、主幹を大きく切り返し、側枝で

樹高を調整するなど樹高を切り下げた。その上で景観を阻害している樹木は間伐し、

実生木の大きくなったものは伐採した。間伸びしている樹木や混み合った樹木は、

必要な枝と不要枝を選別し強剪定を行った。なお、整枝（姿）剪定され原形を留め

ている樹木は、剪定の基本に沿って樹形を復元した。 

名勝庭園の樹木という視点から、現存の樹木の中には、樹形が変形していても、時

間と歴史を感じさせる風格を備えた樹木もたくさん残存していることもあり、視座

からの景観、及び敷地外からの景観、修景を考慮し、樹姿に配慮し剪定作業をすす

めた。なお、庭園を構成している中心的な樹木が欠損している箇所は、同種の 2 代

目、または景観に合った樹種、樹姿を考慮して補植を行った。 

 

 

４．保存･管理 

 

（１）基本方針 

 ① 維持管理の基本方針 

旧乾家庭園の構造物、樹木など構成要素全般について、庭園築造以後、乾家が育ん

できた庭園の景観を再現し、永く維持保存することを基本とする。 

② 維持管理の目標 

庭園は、作庭 50％維持管理 50％といわれるほど維持管理が重要な要素となっている。

旧乾家庭園は、約 20 年間十分な維持管理が行なわれないままであり、平成 24 年に抜

本的な整備・修復を行い、景観の回復に努めたが、短期間の作業だけでは限界がある。

今後、庭園の持つ空間構成を理解した上で、視座からの修景要素を確認するなど、視

座を意識した樹木管理と名勝庭園に相応しい構造物管理を継続して行い、全体として

落ち着きのある雰囲気に誘導していくことが、建造物とともに歴史ある文化財庭園と

しての価値を高め維持していく重要な目標となる。 

② 視座を活かした良好空間の再現 

平成 24 年度に行った整備・修復後の庭園について、視座からの修景要素を確認す

ることで、残された課題を整理し理解することができる。上述の目標を達成し、良好
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空間の再現を目指す維持管理を行っていくうえで、活かしていくことが求められる。 

（各視座の修景要素） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 維持管理の着眼点 

各視座からの修景や敷地周囲から見た外観が持つ課題を理解し、樹木管理を主要と

した維持管理を継続して実施することで、良好空間の再現、維持が可能となる。 

   視座１・２：樹冠の良好な高さの維持。東側壁沿いの中低木については見通し線の

確認と構造物とのバランスの維持などの樹木管理が欠かせない。 

   視座３：北側については白鶴美術館と六甲山が遠望できるよう樹冠を抑えること。

玄関まわりは構造物の持つ華やかさを引き立てる植栽管理が望まれる。 

   視座４：主屋（洋館）1 階からの眺望を意識した維持管理。芝庭は、もてなしの場

という認識のもと、華やかで明るく開放感を維持することが大切である。 

視座５：主屋（洋館）3 階からの眺望を壊さない樹冠の維持。近隣地域と一体とな

った緑、協調性のある緑を継続して維持管理していく。 

   視座６・７・８・９・１０：和館跡前方と左右に展開する景観を維持。日本庭園各

所の飛石、流れ、景石、など築造時の細部へのこだわりを理解し、細部のしつら

えや四季の変化を感じることができ、庭園内の各所からも全景が見てとれる空間

を維持するなど、文化財庭園として最も質の高い管理が求められる。 

敷地外周：樹冠の良好な高さを保つ。周囲の塀、建築物と樹木の緑量のバランスに

配慮した維持管理が必要となる。 

（参考資料参照 P45,46,47,48,49,50,51：視座 1･2･3、視座 4･5、視座 6･7、視座 8･

9･10、主屋・和館跡からの眺望、敷地外周 1、敷地外周 2） 

 

（２）保存・管理の方法 

保存・管理を具体化するためには、日常、中期、長期の 3 つの視点から管理作業を

計画立てることが必要である。また、予算的な対応を容易にするためには、平準化の

視点も必要である。これらを踏まえ、構造物及び樹木の管理方法を示す。 

① 構造物の保存・管理方法 

石燈籠、壁泉を始めとする構造物については経年劣化が想定されるため、専門家に

よる定期的な点検と適宜の修復が必要である。 
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一月に１～２回、主要構造物について異常の有無を点検する。災害発生の恐れがあ

るときは、状況により随時点検を行い、必要があれば緊急補修等を行なう。点検の記

録等は保存し、後の保存管理時に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 樹木の保存・管理方法 

視座からの修景要素を把握し、良好に再現することが大切となるため、視座か

らの景観、修景を適宜確認し、日常の維持管理作業を実施する。 

現存の樹木には、時間と歴史を感じさせる風格を備えた樹木もたくさん残存してい

る。景観、修景を考慮し、今ある姿に配慮し、質の高い剪定技術を持って樹形の修

復を進める。低木類は長く日照不足で徒長していたため、修復作業の中で思い切っ

た剪定を行っている。今後の日常管理で理想形に誘導、修復を進める。 

ⅰ) 長期計画（本来 10 年を目途に行なうが、平準化のため分割し毎年実施する） 

・樹冠の巨大化した樹木は、眺望、景観を考慮した上で、切り下げる。また樹高が著

しく間伸びしているものは樹高を切り下げる（主幹を大きく切り返し、側枝で樹高

を調整する） 

・景観を阻害している樹木の間伐や実生木の大きくなったものは、伐採して除去する。 

・庭園を構成している中心的な樹木が欠損した場合は、同種の 2 代目、または景観に

合った樹種、樹姿を考慮して補植する。 

・今後の成長を抑制するため、主要樹木について順次根茎切断を行う。 

ⅱ) 中期計画（3～5 年を目途に行なうが、平準化のため分割し毎年実施する） 

・間伸びしている樹木や混み合った樹木は枝を選別し、庭の修景に配慮しながら計画

的に強剪定を行う。 

ⅲ) 日常管理（四季ごとに、または必要な時期に毎年行なう） 

・整枝（姿）剪定により樹形の修復を行なった樹木については、継続的に樹形を維持

する選定作業を行う。 

・枯死した樹木、枯枝の除去、実生木の除去を随時行う。 

・修景に配慮した低木類の刈り込み、中木類の剪定を行う。 

・主として春季は夏までの成長を見極め、秋季には春からの成長を予定し、季節にあ

った適切な管理作業を行う。 

・常に視座からの修景を点検し、魅力を高めるよう計画的に管理作業を実施する。 

 

 

28



 

ⅳ) 月別スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⅴ) 年間管理仕様 

＜剪定技法＞  

・枯枝は撤去し、絡み枝・平行枝・下がり枝等は、強剪定又は切除する。 

・徒長枝は抜き切り、または切り下げ剪定をする。 

・景観・樹姿を著しく阻害している枝は、切除する。 

・強く伸びて行く枝は、側枝よりも深く抜き切りし、透かす。 

・切る位置は、残す枝にやや平行に切除し、柄を残さない。 

・大きな切口には保護剤を塗布する。 

・大径の枝を切除した場合、その切口に多数の萌芽枝が発生するので、後日、必要な

枝を選別し、2～3 本とする。 

（参考資料 P41 参照：剪定手法図） 

 ＜剪定手法＞ 

樹木の位置、樹種、形状により、通常の整枝（姿）剪定以外に下記の手法を使い剪定

を行う。 

・枯枝のある場合、撤去の上、自然風に整枝（姿）剪定を行う。 

・強い枝は深く抜き切りし、自然風に側枝を整枝（姿）剪定する。 

・強い枝を深く抜き切りし、庭木を半仕立てに整枝（姿）剪定をする。 

作業内容　　　　　月 1 2 3 4 5 6 7

強剪定（中高木）

強剪定（低木）

整枝（姿）剪定・刈込

芝生刈込 ※

補植 ※ ※

清掃 ※

薬剤散布

8 9 10 11 12 備　　　　考 備　考2

※ 初年、樹冠・樹高切り下げ 長期

※ 初年、刈込高切り下げ 長期

※ 通年、樹木管理 日常、中期

※ 通年、3回＋随時 日常

殺虫剤、殺菌剤

（毛虫類・ﾑﾗｻｷｶﾋﾞ病）

適期に随時 臨時

除草・落葉、随時 日常

日常※

補正

（　※　必要に応じて）
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・庭木仕立てに近い樹形に整枝(姿)剪定を行う。 

 ＜根茎の切断＞ 

・生育旺盛な樹木の樹冠の広がりや、樹高の肥大化を防ぐには、樹高の切り下げや強

剪定、整枝（姿）剪定すると同時に、根系の根量も制限（間引き切除）することが

望ましい。  

・樹木の地上部の幹・枝葉を強剪定しても、根系も同じように根の剪定を施さないと、

すぐに元の大きさ以上に樹勢を回復してしまう。地上部・地下部をバランス良く剪

定する。 

・根元直径（Ｄ）の 6 倍……“移植時の最大掘り取り範囲”以遠の根系の切断は、樹

勢に大きく影響を及ぼさない。切断した以後は、風倒対策（支柱等）や一時的な灌水

養生が必要である。 

（参考資料 P42 参照：根茎の切断仕様図） 

 

 

５．公開活用 

旧乾家住宅及び庭園は、市民共有の文化遺産として将来に引き継ぎ、神戸の新たな文

化振興の資源として活用することを目的に取得し、整備・修復を行ったものである。 

今後、市民の皆様に観賞いただく一般観覧事業など、多くの市民が神戸の歴史や生活

文化に対する愛着や誇りを育むことができるよう活用していかねばならないが、一方で

周辺地域は閑静な住宅地であり、良好な住環境を守っていく必要がある。具体的な活用

方法については、地域の声も大切にしながら今後さらに検討していく必要がある。 

 

６．現状変更等の取扱 

 

（１）基本方針 

  旧乾家庭園の文化的価値の適切な保存と活用を目的として実施する維持管理、修理及

び整備に必要となる行為、また、これらを実施するために要する調査、その他やむを得

ないもの以外の事由による現状変更または保存に影響を及ぼす行為は、原則として認め

ない。 

現状変更等の行為を行うに際して、庭園の景観に影響を与える恐れのある行為等は、

事前に関係機関と協議するとともに、学識経験者、専門家等の指導、助言の下に行うこ

とを基本とする。 

（別添参考資料 P37 参照：神戸市文化財の保護及び文化財を取り巻く文化環境の保全に

関する条例、及び条例施行規則） 

 

（２）現状変更の許可を要する行為 

① 庭園の構成要素における行為 

ⅰ) 地割及び造成地形 

・庭園表土の浸食及び体積箇所の修復 

ⅱ) 石組・景石・敷石・敷砂利 

・毀損箇所の修理及び据直しとそれに伴う土工（掘削・埋戻） 

ⅲ) 流れ関連構造物 
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・滝・自然石井戸・流れ構造物及び関連給排水設備の修理・整備 

ⅳ) 植栽・植生 

・修景のための植栽整備（樹木・地被類の植栽、移植、撤去) 

・景観を構成する主要高木の形状変更 

ⅴ) その他構造物 

・石燈籠、飛石、園路、石橋、石造物などの毀損や老朽箇所の修理及び据直し 

② 活用・維持管理のために必要な施設整備による現状変更 

ⅰ) 管理施設（園路・柵・照明・サインなど）の設置、改修 

ⅱ) 設備関連施設（上下水道、電気、ガスなど）の設置、改修 

ⅲ) 防災施設（自動火災報知機、消火設備、避雷針設備など）の設置、改修 

ⅳ) 防犯施設（外灯、管理設備など）の設置、改修 

※施設整備においては庭園の景観や構造物の保護の観点から、必要最小限とし、規

模・形態・色彩・素材などを考慮したものとする。 

③ 整備に伴う発掘調査など各種調査による現状変更 

    発掘調査などの各種調査に伴い行われる掘削、樹木の伐採など 

（３）現状変更の許可を要さない行為 

① 庭園の構成要素における行為 

ⅰ) 地割及び造成地形 

・門扉表部の植栽やテラス飾り壷(フラワーポット)の花壇としての利用 

ⅱ) 石組・景石・飛び石・敷砂利 

・園路・広場の軽微な補修（砂利の敷き均し、軽微な不陸の整生） 

ⅲ) 流れ関連構造物 

・給排水設備等の軽微な修理 

・地割を改変しない軽微な配管修繕工事 

・堆積土の除去（落葉などの堆積によるものの除去） 

ⅳ) 植栽・植生 

・日常管理に係る枯枝・枯損木の撤去 

・樹木医に係る作業（腐朽部分の除去、治療回復作業など） 

ⅴ) 構造物 

・定期点検等による修繕、部分改修など 

   ※軽微の判断が難しい場合は、その行為の適否について、担当機関との協議により

行うものとする。 

② 管理作業 

・庭園景観を維持するための通年の剪定、病虫害防除、施肥作業や肥土の攪拌混入、

草刈、除草、清掃など 

③  その他 

・災害発生の恐れのある場合、被害の拡大を防止するための仮設物（土嚢、防水シー

トなど）の設置 
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１．神戸市指定史跡名勝天然記念物 名勝「旧乾家庭園」の指定概要 

 

名 称   旧乾家庭園 

指 定   2013/03/19   

所在地   東灘区住吉山手 5 丁目 1637 番 

所有者   神 戸 市  

管理者   神 戸 市 

指定面積  2,510.03 ㎡ 

作庭時代  昭和 12 年頃 

 

〈旧乾家住宅の概要〉 

旧乾家住宅は、東灘区の山麓部に位置し、付近は近代になって比較的早い段階で郊外住宅

地として開発され、大正時代頃から関西の財界人が居を構えるようになり、香雪美術館（旧

村山龍平邸）などの大規模な邸宅が数多く建築された。 

当住宅は、乾豊彦氏の義父、海運業で大成功した新治氏が設計を建築家・渡邊節に依頼し、

昭和 11 年頃に築造された。新築後、新治氏は移り居住したが 4 年後に亡くなった。その後、

豊彦氏が事業を引き継ぐとともに、乾家住宅に居住した。 

前庭については建築物と同時期の作庭と考えられるが、洋式・和式庭園など庭園の主要部

は建築物より遅れて築造されたと考えられる。昭和 22 年、父新治氏と同様茶人であった豊

彦氏は土蔵の西側に茶室を設け、「乾山荘不鬼庵」と名付けた。 

平成 5 年、豊彦氏が亡くなり、翌年、旧乾家住宅が相続税として物納申請が行われ、平成

8 年、国の所有となり、その後平成 22 年からは神戸市が所有するに至っている。 

平成 21 年 2 月に、神戸市指定有形文化財として、主屋（洋館）・土蔵 2 棟付廊下・ガレ

ージ・塀を指定し、続いて平成 22 年 3 月に、待合所 1 棟を追加指定している。 

敷地は、東・北・西側を街路に囲まれ、街路に面して塀を構え、敷地南東隅に東面して正

門を開く。敷地の中央に主屋（洋館）を置き、西側には、かつて廊下で繋がる和館が建って

いた。また主屋の北側に街路に接して車庫を置く。主屋北西側には、管理人棟と物置小屋を

置いた。主屋の西側には、2 棟の土蔵が並んで建つ。土蔵の西側には、かつて茶室が建って

いた。 

なお、和館は平成 7 年の阪神淡路大震災により倒壊したため、また、管理人棟と物置小屋

は老朽化が進行していたため、解体撤去された。 

〈旧乾家庭園〉 

庭園は、正門から玄関にいたる前庭、洋式庭園、和式庭園、茶庭から構成されていたが、

茶室の消滅とともに茶庭もなくなった。 

築造時から平成５年頃までは邸宅に付随する庭園として、上質な維持管理がなされていた。

その後敷地、建物を含め相続税として物納され、平成 22 年に神戸市の所有となるまでは、

十分な管理がなされていなかったため、庭園としての風情が損なわれた状態であった。平成

22 年から兵庫県名勝部門ヘリテージマネジャー連絡会がここを研修対象地として、樹木の

剪定や流れの発掘、一部修復を行い、現在に至っている。 
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（前 庭） 

前庭は、正門から車寄せ玄関までのアプローチと、東側塀までに広がる空間である。重厚

な正門からカーブして玄関に至る。玄関付近は、車寄せ廊周辺の外装材に竜山石を使って石

積風に造っている。玄関前と勝手口前は、列柱による吹き放ちの廊を造り車寄せとしている。

床は花崗岩の敷石で幾何学的なデザインが目を引く。 

前庭の東側・北側にかけて軽い築山があり、前庭の主景として独立した壁泉を設ける。壁

泉は、飲料水、御手洗
み た ら し

、給水用、シャワー用、装飾用などの目的があるが、ここでは、前庭

を装飾するのが主目的の壁泉である。胸壁
きょうへき

 の吐
と

水口
すいぐち

は羊の首のフィギュアで、直接プール

に受ける。竜山石、タイルの他、花崗岩も使われている。給水口は胸壁裏側にあり、排水口・

排水管も確認できた。この壁泉は、車寄せ回りと調和するデザインと造りである。 

前庭の築山には、石燈籠や手水鉢が据えられている。その中で寄せ燈籠は、豊彦氏の実家、

高橋家から移されたもので、一部室町時代のものといわれる。北東隅にある宝塔の塔身の

見立物
みたてもの

手水鉢は、古い立派なものである。石造物はそれぞれ立派なものであるが、前庭には

不釣り合いの感があるものもあり、今後検討の必要がある。 

（洋式庭園） 

洋式庭園は洋館の南側にあり、洋館に接しテラスが設けられフラワーポットも置かれてい

る。芝生が中心の開放的な明るい庭園であり、来客時の接遇に用いられた。塀際には、常緑

樹や針葉樹を、前方に花木を中心に植え、四季に咲き変わる花木を楽しむ植栽としている。

芝生地は後年に観賞目的で花木が植栽されたが、平成 24 年度に行われた修復整備のために

一部取り除いている。 

（和式庭園） 

和式庭園は洋館の西側に築造された和館の南側に設けられた本格的な日本庭園（流水観賞

式庭園）である。築造後はほとんど改変されていないが、水車用水路の水を使用するために

築造された土管配水管については古くから活用されておらず、水道水を滝および自然石井戸

から供給していた。 

流水観賞式庭園は、その水系が重要になる。調査の結果、屋敷外の水路より東北隅に引き

入れ、暗渠で滝上部の水溜めに導水していることが判明した。 

庭園には流れが二つあり、一つは滝の水溜めを水源として流れを形成し、もう一つは洋館

南西隅の自然石井戸より、オーバーフローによって流れを形成するものである。二つの流れ

は途中で合流して一つの流れに変わる。ゆるやかな流れはカーブを形成し、屋敷外へと排水

される。 

滝は水溜めより高さ 83㎝、幅１ｍの水落石に落水して、途中に瀬落ちなどを経て合流し

ていく。滝石組など石材は、地元の御影石（花崗岩）を中心に使い、力強く組んでいる。一

方自然石井戸は、直径 125 ㎝、高さ 50㎝の自然石で、水溜めは、直径 70㎝、深さ 50㎝あ

り、コンクリート底に 3㎝程の給水口が開けられている。周囲を掘削したところ、水道管

が通っており、この給水は水道水を利用したものであることが分かった。この自然石井戸か

らのオーバーフローによる流れは、やや渓流の流れを形成していく。この流れには、京都の
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貴船石の玉石を敷き詰めている。滝からの流れと合流してからは、やや幅広い流れとなり、

大振りの花崗岩の玉石が敷き詰められている。途中にやや小池風の流れを造る。ここには石

浜風のカーブした護岸を造り下流へと続く。 

園内は、飛石、沢飛石、園路で、築山や流れを回遊することができる。要所に巨石の景石

や石橋、滝横には、七重層塔や石燈籠を据える。 

本庭は、和館から展開する庭景を観賞するのが中心であるが、園路で回遊しながら、移り

変わる景観を楽しむこともできる。そのために、樹木の構成も常緑樹と落葉樹が調和良く配

植されている。石燈籠も奥の院型や春日型石燈籠など、新しいものであるが、吟味された優

れたものが据えられている。 

後世になって、流れ部分が真砂土により埋められた。しかし、流れ等主要構造物について

は整備・修復が行われている。 

（茶 庭） 

茶庭（露地）は、旧和館跡の北西部に位置する。茶室及び茶庭跡周辺は、茶室基礎の一部

がわずかに残るのみで樹木が茂った状態となっている。加えて阪神淡路大震災により和館が

倒壊した結果、敷地の北西部（茶庭跡を含む範囲）を掘削し、進入路を設け瓦礫を撤去した。

このような現状から旧茶室・茶庭跡及び茶室が存在していた当時の痕跡がほとんど残らない

状況となっている。 

〈まとめ〉 

旧乾家庭園は、和館や茶室は失われ、若干の改変がなされているが、流水観賞式庭園を中

心に、往時の姿を今によく残している。全体的にみて平面構成を重視した庭園構成で、近代

庭園の高い技術と意匠を備えた特徴がよくでており、この地域を代表する作例であるととも

に、この時代の庭園を理解し観賞する上でも貴重なものである。文化財に指定し後世に残し

伝えていく価値があるものである。なお、指定範囲は前庭、洋式庭園、和式庭園の別紙朱線

に囲まれた範囲である。 

 

 

２．神戸市指定有形文化財「旧乾家住宅」の指定概要(参考) 

 

名称 旧乾家住宅 

指定 2009/2/24 

追加指定 待合所 2010/3/19 

  数量 主屋 1棟、ガレージ 1棟、土蔵 2棟付廊下、待合所 1棟、塀 174.42m 

所在 東灘区住吉山手5丁目1637 

所有 神戸市 

（建築年代） 

主屋：昭和10年12月27日上棟 

ガレージ：昭和11 年（1936）頃 

土蔵２棟付廊下：昭和11 年（1936）頃 

待合所：昭和11 年（1936）頃 
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（構造形式） 

主屋：ＲＣ造、一部木造、二階建、地下１階 

ガレージ：ＲＣ造、一階建 

土蔵2棟付廊下 

土蔵：ＲＣ造、二階建 

付廊下：木造、一階建 

待合所：木造、一階建 

（建築面積） 

主屋：１階床面積380.00 ㎡（延べ床面積716.29㎡） 

ガレージ：42.00 ㎡ 

土蔵2棟：95.60 ㎡（付廊下：21.21 ㎡） 

待合所：2.83㎡ 

（設計者）渡邉節建築事務店 

（施工者）竹中工務店 

（関係資料）棟札 1 枚 

（特 徴） 

旧乾家住宅は乾汽船の創業者乾新兵衛の自宅で、棟札から主屋は昭和10 年（1935）12 

月27日の上棟であることがわかる。昭和11 年（1936）頃に諸建築が整備されたと考えら

れる。 

主屋は L 字形を呈し、RC 造を基本とするが北側の南北棟の北半部を木造としている。 

主屋は洋風を基調としながら巧みに和洋を折衷し、かつ接客空間と居住空間をうまく

調和させている。外装・内装・建具等の造作にいたるまで当初材を良く残し、保存状態

も良好である。重厚さの中に繊細なデザインを巧みに取り込む建築家渡邊節の住宅建築

の代表作といえる。主屋の西側には 2 棟の土蔵がある。RC 造であるが、外観は伝統的

な土蔵形式で、廊下に面して鉄扉を構えている。ガレージ内部にはタイルを貼り、小屋

裏はコンクリートの打ち放しとし、開口部は6 枚の鉄製の扉板を吊っている。東・北・

西には塀を構え、外面に細い素焼きのタイルを貼り、頂部には赤色の洋風瓦を並べてい

る。 

和館を滅失しているが、塀・門の屋敷構え、ガレージ等の付属棟、主屋・土蔵等の建

物に加え、庭園等の外構も良く残し、敷地全体として阪神間の昭和戦前期の邸宅の屋敷

構えを良く伝える貴重な存在である。  
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３．神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する条例 

（抜粋） 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は，文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。)第 182 条

第 2 項の規定に基づき，市の区域内に存する文化財のうち重要なものの指定その他の行為を

行い，その保存及び活用のため必要な措置を講じ，並びに法第 190 条第 1 項の規定に基づ

き，文化財保護審議会を設置するとともに，文化財，文化に関する施設等を取り巻く文化環

境を保全することにより，現在及び将来の市民の文化的向上に資することを目的とする。 

(市の責務) 

第 3 条 市は，文化財が市の歴史，文化及び自然の正しい理解のため欠くことのできないもの

であり，かつ，将来の文化の向上及び発展の基礎をなす掛け替えのないものであることを認

識し，その保存，保存技術の研究及び活用が適切に行われるように努めなければならない。 

(市民，所有者等の責務) 

第 4 条 市民は，市が第 1 条の目的を達成するために講ずる措置に誠実に協力しなければなら

ない。 

2 文化財の所有者その他の関係者は，文化財及び文化財，文化に関する施設等を取り巻く文

化環境が貴重な市民的財産であることを自覚し，これらを公共のために大切に保存するとと

もに，できるだけ文化財を公開する等その文化的活用に努めなければならない。 

 

第 2章 神戸市指定有形文化財 

(現状変更等の制限) 

第 17 条 神戸市指定有形文化財に関しその現状を変更し，又はその保存に影響を及ぼす行為

をしようとするときは，教育委員会の許可を受けなければならない。ただし，現状の変更に

ついては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合，保存に影響を及ぼす

行為については影響の軽微である場合は，この限りでない。 

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は，教育委員会規則で定める。 

 

第 5章 神戸市指定史跡名勝天然記念物 

(指定有形文化財に関する規定の準用) 

第43条 第 8 条から第 10 条まで，第 13 条から第 18 条まで，第 24 条及び第 25 条第 1 項の

規定は，神戸市指定史跡名勝天然記念物について準用する。 

 

 

４．神戸市文化財の保護及び文化財等を取り巻く文化環境の保全に関する 

条例施行規則（抜粋） 

 

第 5 章 神戸市指定史跡名勝天然記念物 

(現状変更の許可を要しない維持の措置の範囲) 
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第 23 条 条例第 43 条において準用する条例第 17条第 2項に規定する維持の措置の範囲は，

次に掲げるときとする。 

(1) 神戸市指定史跡名勝天然記念物が，損傷し，又は衰亡している場合において，その価値

に影響を及ぼすことなく当該神戸市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(当該指

定後において現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けたものについては，当該現

状変更後又は保存に影響を及ぼす行為後の原状)に復するとき。 

(2) 神戸市指定史跡名勝天然記念物が，損傷し，又は衰亡している場合において，当該損傷

又は衰亡の範囲の拡大を防止するために応急の措置をするとき。 

(3) 神戸市指定史跡名勝天然記念物の一部が，損傷し，又は衰亡し，かつ，当該部分の復旧

が不可能であることが明らかである場合において，当該部分を除去するとき。 

 

５．旧水車用水路現況図 
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６．配水管等配置平面図 
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７．配水管詳細資料 

配水管 管底高            取水口断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東側塀沿い土管配管露出部 

土管（芝生端）コンクリート巻き立て 

５ 会所(3)と小会所 

 

土管（芝生東端）モルタル巻立て 
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８．剪定手法図 
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９．根系の切断仕様図
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１０．平成５年（秋）頃の旧乾家住宅(参考) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北東側から南西を見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門から主屋（洋館）を見る             主屋（洋館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           和館（阪神淡路大震災で倒壊） 
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洋式庭園(芝庭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                和式庭園（日本庭園） 
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（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表紙鳥瞰図は昭和 40～50 年頃を想定し作成しました。 

表紙鳥瞰図、裏表紙ｲﾗｽﾄ提供 兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー連絡会 三谷景一郎 

 

策定 神戸市市民参画推進局文化交流部 

     〒650－8570 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号 

     TEL 078－322－5165 FAX 078－322－6137 

監修 西 桂（日本庭園史研究家、神戸市文化財保護審議会副会長） 

 

協力 兵庫県名勝部門ヘリテージマネージャー連絡会 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




